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都
市
公
園
の
設
置
に
関
す
る

図
書
の
縦
覧

案
件　
辺
見
今
泉
公
園
の
設
置

縦
覧
期
間　
３
月
3
日
㈪
～
17
日
㈪

場
所　

都
市
計
画
課

問　

都
市
計
画
課

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
付
方
法
の
ご
確
認
を

　
令
和
7
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
を
4
月
に
発
送
し

ま
す
。
納
付
方
法
を
変
更
す
る
場
合
、

口
座
振
替
依
頼
書
で
の
申
し
込
み
は
3

月
31
日
ま
で
に
、
ペ
イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
の
申
し
込

み
は
4
月
10
日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、

希
望
す
る
納
付
方
法
が
納
税
通
知
書
に

記
載
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
納
付
書
納
付
→
口
座
振
替

●
振
替
方
法
の
変
更(

全
納
↕
期
別)

・

金
融
機
関
の
変
更

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
ま
た
は
ペ
イ

ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ

ス
で
申
し
込
み

●
口
座
振
替
→
納
付
書
納
付

口
座
振
替
廃
止
届
を
提
出

※
口
座
振
替
依
頼
書
・
廃
止
届
は
市
役

所
古
河
・
総
和
・
三
和
庁
舎
と
市
内
金

融
機
関
に
あ
る
ほ
か
、
申
し
込
み
手
続

き
は
郵
送
で
も
可
能
で
す
。

問　

収
納
課

高
校
３
年
生
の
児
童
が
い
る
世
帯

は
児
童
手
当
の
申
請
が
必
要
で
す

対
象　
次
の
①
～
③
す
べ
て
を
満
た
す

世
帯

①
令
和
6
年
度
に
高
校
3
年
生
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
②
高
校
3
年
生
を
含

め
児
童
が
3
人
以
上
い
る(

一
番
下
の

児
童
が
高
校
3
年
生
の
場
合
を
除
く)

③
進
学
・
就
職
後
も
引
き
続
き
監
護
を

し
、
生
計
費
を
負
担
し
て
い
る(

別
居

含
む)

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
込　
4
月
16
日
㈬
ま
で
に

こ
ど

も
政
策
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

へ
申
請
書
を
提
出

問　

こ
ど
も
政
策
課

軽
自
動
車
の
登
録
・
変
更
手
続
き

は
確
実
に

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

月
分
の
も
の)

②
医
療
機
関
・
薬
局
の

発
行
す
る
領
収
書(

指
定
難
病
分
の
金

額
が
分
か
る
も
の)

③
自
己
負
担
上
限

額
管
理
票
④
認
め
印
⑤
金
融
機
関
の
通

帳(

新
規
・
変
更
の
み)

申
込　
3
月
3
日
㈪
～
31
日
㈪
に

障
が
い
福
祉
課
、

市
民
総
合
窓
口

課
、

市
民
総
合
窓
口
室
へ
申
し

込
み

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

　
月
別
自
殺
者
数
の
多
い
３
月
を
強
化

月
間
と
し
て
、
国
や
県
等
と
連
携
し
広

報
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
悩
み

を
抱
え
て
い
る
人
や
そ
の
周
囲
の
人
が

支
援
を
求
め
や
す
い
よ
う
、
相
談
先
を

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
推
進
課

℡
９
２
‐
５
７
７
１

  

イ
ベ
ン
ト

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
公
開

■
大
和
田
磐い

わ

戸と

神
楽

〇
鷲わ

し

神
社
・
神
楽
殿(

大
和
田
７
９
６)

日
時　
４
月
6
日
㈰
12
時
30
分
～
16
時

30
分(

餅
ま
き
は
16
時
ご
ろ)

問　

大
和
田
磐
戸
神
楽
保
存
会(

担

当
：
鮎
川)

℡
７
６
‐
６
４
２
５

■
中
田
永え

い

代た
い

太だ
い

々だ
い

神
楽

〇
雀
神
社(

宮
前
町
4
‐
52)

日
時　
4
月
13
日
㈰
12
時
～
16
時(

餅

ま
き
は
15
時
30
分
ご
ろ)

〇
鶴つ

る
が
み
ね峯

八
幡
宮(

中
田
１
３
３
７
‐
６)

日
時　
4
月
20
日
㈰
10
時
30
分
～
16
時

(

餅
ま
き
は
15
時
30
分
ご
ろ)

問　
古
河
神
楽
保
存
会(

担
当
：
高
橋)

℡
４
８
‐
２
１
２
７

古
河
市
中
学
生
卒
業
記
念
篆
刻
展

日
時　
3
月
4
日
㈫
～
4
月
23
日
㈬

9
時
～
17
時(

入
館
は
16
時
30
分
ま
で)

場
所　
篆て

ん

刻こ
く

美
術
館

休
館
日　
月
曜
日(

3
月
24
日
・
31
日

は
開
館)

費
用　
２
０
０
円(

小
中
高
生
50
円)

※
３
月
15
日
㈯
～
30
日
㈰
は
、
大
人

１
５
０
円
、
小
中
高
生
無
料
。

問　
篆
刻
美
術
館

℡
２
２
‐
５
6
１
１

古
河
の
絵
画
美
術
展
Ⅲ

　
市
内
在
住
・
在
勤
ま
た
は
出
身
で
、

絵
画
の
制
作
活
動
を
続
け
て
い
る
作
家

の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

日
時　
３
月
12
日
㈬
～
４
月
23
日
㈬
9

時
～
17
時(

入
館
は
16
時
30
分
ま
で)

場
所　
古
河
街
角
美
術
館

休
館
日　
月
曜
日(

３
月
24
日
・
31
日

は
開
館)

問　
古
河
街
角
美
術
館

℡
２
２
‐
５
９
１
１

許
我
篆
刻
会
展

　
篆
刻
講
座
受
講
生
の
展
示
会
で
す
。

期
間　
3
月
18
日
㈫
～
23
日
㈰

時
間　
9
時
～
17
時(

入
館
は
16
時
30

分
ま
で
。
最
終
日
は
16
時
ま
で)

場
所　
古
河
街
角
美
術
館

問　
古
河
街
角
美
術
館

℡
２
２
‐
５
９
１
１

蓄
音
器
に
よ
る

Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
会

日
時　
3
月
21
日
㈮
①
11
時
②
14
時

(

約
25
分)

場
所　
古
河
文
学
館
サ
ロ
ン

定
員　
各
15
人

費
用　
無
料(

展
示
室
の
見
学
は
有
料)

曲
目　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
「
フ
ル
ー
ト
協

奏
曲
第
2
番
ニ
長
調
」
ほ
か

問　
古
河
文
学
館

℡
２
１
‐
１
１
２
９

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車(

バ
イ
ク
・
原
付
・
ト
ラ
ク

タ
ー
等
を
含
む)

の
名
義
変
更
・
住
所

変
更
・
売
却
・
解
体
な
ど
の
場
合
は
、

必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
①
古
河
市
ナ
ン
バ
ー(

原
付
・
ト

ラ
ク
タ
ー
な
ど)

：

市
民
税
課

②
つ
く
ば
・
土
浦
ナ
ン
バ
ー(

四
輪
の

軽
自
動
車)

：
軽
自
動
車
検
査
協
会
茨

城
事
務
所

℡
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
３
１
０
６

③
排
気
量
１
２
５
ｃ
ｃ
超
の
バ
イ
ク
：

土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

℡
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
１
８

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
令
和
7
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
固
定
資
産

の
評
価
額
を
記
載
し
た
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

令
和
7
年
度
納
税
通
知
書
は
４
月
上
旬

に
発
送
し
ま
す
。

期
間　
4
月
1
日
㈫
～
30
日
㈬

場
所　

資
産
税
課

対
象　
令
和
7
年
度
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
納
税
者(

非
課
税
・
免
税

　市有地を売却します
点
未
満
の
人
は
対
象
外)

持
参
物　
身
分
証
明
書

※
代
理
人
の
場
合
は
、
納
税
者
の
委
任

状
が
必
要
で
す
。

問　

資
産
税
課

国
民
年
金
保
険
料
額
の
改
定

　
4
月
～
令
和
8
年
3
月
の
保
険
料
が

1
カ
月
１
万
７
５
１
０
円
に
な
り
ま

す
。
毎
月
の
保
険
料
は
、
翌
月
の
末
日

ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

保
険
料
を
ま
と
め
て
納
付(

前
納)

す
る

と
、
割
引
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

指
定
難
病
患
者
医
療
福
祉
助
成
金

　

下
半
期(

令
和
6
年
9
月
～
令
和
7

年
2
月)

分
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
で
、
保
健
所
で
指
定

難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
あ
る
人

(

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
は
対
象
外)

支
給
額　
指
定
難
病
特
定
医
療
費
の
自

己
負
担
額(

月
額
上
限
4
千
円)

持
参
物　
①
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受

給
者
証(

写
し
可
・
有
効
期
間
が
申
請

売払方法　一般競争入札
様式配布　3月24日㈪まで
申込期限　3月24日㈪
入札日時　5月30日㈮9時30分

所在 地積 地目 区域区分 予定価格(最低入札額)
駒羽根1356-18

（駒羽根児童クラブ隣接地） 土地 659.95㎡ 宅地 市街化区域 15,000,000円

山田728-5
（旧佐野医院)

土地 983.18㎡ 宅地 市街化調整区域 150,000円
(建物解体条件付き)建物(概算) 418.44㎡

入札場所　総和庁舎第2庁舎3階会議室3
その他　入札保証金：入札額の5％以上
　　　　契約保証金：契約額の10％以上
申込・問　 財産活用課

※所有権移転登記の費用(登録免許税等)は落札者の負担となります。


